
入 札 公 告 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

 令和８年３月６日 

岩手県立農業大学校長 竹澤 利和 

 

１ 競争入札に付する事項 

(１) 業務名   岩手県立農業大学校給食業務 

(２) 履行場所  岩手県立農業大学校食堂 胆沢郡金ケ崎町六原蟹子沢 14地内 

(３) 履行期間  令和８年４月１日～令和９年３月 31日 

(４) 業務概要  調理、盛付、食器具の洗浄、消毒及び保管、厨房・設備・食堂等の清掃、献立の

作成、賄材料の発注、仕入、検収、食堂施設の電気・暖房・鍵の管理、その他これ

らの業務に付随する業務 

 

２ 入札参加資格 

(１) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「政令」という。）第 167 条の４第１項の規

定に該当しない者であること。 

(２) 政令第 167 条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後２

年を経過しない者でないこと。 

(３) 民事再生法（平成 11年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（同

法第 33条第 1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。）又は会社更生法（平成 14

年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者（同法第 41 条第１項に規定

する更生手続開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

(４) 食品衛生法（昭和 22年法律第 233 号）の規定による営業許可を有する者であること。 

(５) 申請書等の提出年月日から起算して過去５年間において、公立施設での調理業務を履行した実

績を有するものであること。 

(６)  栄養士法（昭和 22 年法律 245 号）に規定する栄養士の資格を有する者を献立の作成に従事

させること。 

(７) 調理師法（昭和 33 年法律第 147 号）に規定する調理師の資格を有する者を調理業務に従事さ

せること。 

 (８) 申請書等の提出月日から起算して過去２年間、岩手県内において食中毒事故による営業停止等

の処分を受けていないこと。 

(９) 製造物責任法（平成６年法律第 85 号）の規定による損害賠償責任を履行するため、生産物賠

償責任保険に加入していること。 



(10) 岩手県内に本店、支店又は営業所等を有する者であること。   

(11) 役員等が暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成３年法律第 77 号)第２条第２号

に規定する暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若し

くは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 

(12) 現場説明会に参加したものであること。 

３ 入札説明書の交付場所及び契約条項を示す場所等 

(１) 入札説明書の交付場所及び契約条項を示す場所 

    〒029-4501 岩手県胆沢郡金ケ崎町六原蟹子沢 14 

    岩手県立農業大学校事務局庶務担当 

電 話 0197-43-2211 

 (２) 入札説明書の交付期間 

令和８年３月６日（金）から令和８年３月 16 日（月） 午前９時から午後５時まで 

ただし、土曜、日曜及び祝日は除く。 

４ 入札参加資格申請に関する事項  

(１) この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す申請書及び入札参加資格確認資

料を令和８年３月 16 日(月)午後５時までに３(１)の場所に１部を提出しなければならない。 

また、入札の前日までの間において、農業大学校長から当該書類に関し説明を求められた場合

は、それに応じなければならない。 

 (２) (１)により提出された書類を審査した結果、２の入札参加資格を満たすと認められた者に限り、

現場説明会に参加できるものとする。 

５ 現場説明会  

（１）期日 令和８年３月 19 日（木） 

 入札参加資格を満たすと認められた者に対し、個別に日時を指定するものとする。  

（２）場所 岩手県立農業大学校 食堂（胆沢郡金ケ崎町六原蟹子沢１４地内） 

（３）現場説明会に参加しない場合は、入札参加資格を喪失するものとする。  

 

６ 入札、開札の日時及び場所  

（１）日時 令和８年３月 25 日(水) 午前 10時  

（２）場所 岩手県立農業大学校 本館２階 会議室  

 

７ その他  

（１）調達手続の停止 

令和８年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては本件業務の調達手続きに

ついて停止の措置を行うことがある。 

（２）契約手続において使用する言語及び通貨    



    日本語及び日本国通貨  

（３）入札保証金    

    入札金額の 100 分の 110 に相当する金額の 100 分の３以上の金額を岩手県立農業大学校出納員

に納付しなければならない。ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入

札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を

免除する。  

 

（４）入札の無効   

    この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札参加者に求められる義務を履行しなか

った者のした入札、その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。  

（５）契約書作成の要否  

    要  

（６）入札等に関する照会先 

    ３（１）に同じ。 

（７）その他  

    詳細は、入札説明書による。 

 


